
第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画の概要

１ 計画策定の目的及び背景
本県では、中山間地域において、シカ・サル・イノシシ等の大型の獣類が生息し

ているが、特にシカについては、生息数の増加や分布域の拡大により農林産物への
被害のほか、自然植生への影響も深刻化している。
このため、これまで生息実態調査を実施するとともに、平成１２年度からは特定

鳥獣保護管理計画（平成２７年度からは第二種特定鳥獣管理計画）を作成し、市町
村と連携しながら管理のための施策を展開しており、農林作物等への被害額は平成
２４年度以降減少に 転じているものの、依然として高水準で推移している。
こうしたことから、引き続き「新たな視点」に立った鳥獣被害対策の推進体制を

構築するとともに、地域住民や市町村、関係機関、団体等と連携し被害現場におい
て総合的な鳥獣被害対策が推進されるよう県全体で取り組むこととし、シカの生息
実態調査や農林作物への被害の発生状況を的確に把握して、科学的知見を踏まえ、
専門家や地域の幅広い関係者の合意を図りつつ明確な管理の目標を設定し、これに
基づき、個体群管理や被害防除対策等の手段を総合的に講じることにより、農林作
物への被害の軽減とシカ個体群の長期にわたる安定的維持を図ることを目的とし
て、本計画を策定する。

２ 計画の概要
（１）管理すべき鳥獣の種類 ニホンジカ

（２）計画の期間 平成29年４月１日から令和４年３月31日まで

（３）第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域
県全域を対象とするが、分布域及び個体交流の障害の観点から、県内の主要河

川で区切られる６つの管理ユニットに分けて管理を行うこととする。ただし、密
度や被害の状況によりさらに細分化する。
なお、シカの分布域が拡大しているため、必要に応じて細分化した管理ユニッ

トの見直しを行うものとする。

（４）第二種特定鳥獣の管理の目標
本県のシカ個体群管理の基本目標として、次の二点を設定する。

① 農林業被害を社会的な許容範囲内に抑える。
② 地域個体群を自然環境とバランスのとれた形で安定的に維持する。
これらを達成するための目標生息密度を、次のとおり設定する。

① 保護優先地域（国立・国定公園、鳥獣保護区）→ ５頭／k㎡
② コントロール地域（農林業生産地域） → ２頭／k㎡

（５）第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項
① 捕獲による数の調整
ア 狩猟による捕獲の促進
（ア）狩猟期間の延長

ニホンジカの狩猟期間を「毎年11月15日から翌年２月15日まで」から
「毎年11月１日から翌年３月15日まで」に変更する。
対象とする区域は、県内全域とする。

（イ）禁止する猟法の解除
シカ等の捕獲をするため、くくりわなを使用する方法のうち輪の直径が

12㎝を超えるものは禁止猟法となっているが、シカについて、足くくりわ
なに限りこの規制を解除する。
対象とする区域は、県内全域とする。



イ 農林業等被害防止のための特定鳥獣の捕獲
ウ 数の調整のための特別捕獲
エ 指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲

② 捕獲数管理
③ 狩猟者の確保・育成

（６）指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項
① 事業の目的
② 実施期間
③ 実施区域
④ 事業の目標
⑤ 事業の実施方法及び実施結果の把握並びに評価
⑥ 事業の実施者

（７）その他管理等のために必要な事項
① 多様な生態系を構成する森林づくりに誘導するための中・長期的視点に立っ
た「生息環境対策」の推進

② 野生鳥獣を寄せ付けない集落づくりを地域一体となって取り組む「被害防止
対策」の推進

③ 専門機関による分布状況や生息密度等の調査の実施、県による糞粒調査や被
害調査のモニタリングの実施。また、狩猟者の協力を得ながら、生息数推定の
貴重な基礎データとなる捕獲情報や目撃情報の収集を継続実施

④ 鳥獣被害対策を効果的に進めるため、新たな視点に立った鳥獣被害対策体
制の整備を行うとともに、市町村と連携して、地域において緊急的な捕獲対
策や集落単位での被害防止対策、地域リーダーの育成、多様な森づくりなど
の鳥獣被害対策を総合的に行う鳥獣被害対策緊急プロジェクトの推進


